
【
村
内
に
土
地
・
家
屋
を
所
有
す
る
皆
さ
ま
へ
】

令
和
2
年
度
固
定
資
産
税

課
税
明
細
書
の
発
送
時
期
に
つ
い
て

■
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
は
、

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
お

よ
び
納
付
書
と
合
わ
せ
て
5

月
に
お
手
元
に
届
き
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
の
課
税
内
容
を

記
載
し
た「
固
定
資
産
税
課
税
明

細
書
」（
以
下
、「
課
税
明
細
書
」）

は
、平
成
31
年
度（
令
和
元
年
度
）

ま
で
4
月
に
発
送
し
て
い
ま
し

た
が
、
令
和
2
年
度
よ
り「
固
定

資
産
税
納
税
通
知
書
」（
以
下
、

「
納
税
通
知
書
」）お
よ
び
納
付
書

と
同
時
に
送
付
し
ま
す
。

　
お
手
元
に
課
税
明
細
書
と
納

税
通
知
書
お
よ
び
納
付
書
が
届

く
の
は
5
月
11
日
前
後
と
な
る

見
込
み
で
す
。

■
固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
と

は
　
課
税
証
明
書
は
、
当
該
年
度

課
税
の
対
象
と
な
る
固
定
資
産

（
土
地
・
家
屋
）内
訳
を
記
載
し

た
も
の
で
す
。
対
象
と
な
る
の

は
、
当
該
年
の
1
月
1
日
現
在

で
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
で
、

評
価
額
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
な
お
、
土
地
・
家
屋
そ
れ

ぞ
れ
の
課
税
標
準
の
合
計
額
が

免
税
点（
※
）未
満
の
場
合
は
発

送
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
免
税
点
と
は

　
村
内
に
同
一
人
が
所
有
す
る

土
地
、
家
屋
の
そ
れ
ぞ
れ
の
課

税
標
準
額
が
次
の
金
額
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
固
定
資
産
税

は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
土
地
】　
30
万
円

【
家
屋
】　
20
万
円

 〈
問
い
合
わ
せ
〉

　
税
務
課

　
課
税
係（
固
定
資
産
担
当
）

　
℡（
６
７
）２
７
０
３

南阿蘇村子育て
ワンストップセンター

「みなっこ」
℡（67）2715（直通）

令和2年4月6日から
子育てワンストップセンターを設置します！

　村では、妊娠期から子育て期までの切れ目のない
支援を目指し、妊娠、出産、子育てに関する総合相
談窓口として、子ども子育てワンストップ窓口を庁
舎1Fに設置します。
　設置に伴い、これまで複数の課で行っていた子ど
も子育てに関する各種申請、受付業務を集約し、子
育てワンストップセンターで行います（子育てワンス
トップセンターの設置に伴い、税務課と健康推進課
の位置が変わります）。

■「
特
別
弔
慰
金
」と
は

　
戦
後
75
周
年
に
あ
た
り
、
戦
没

者
等
の
尊
い
犠
牲
に
対
し
て
弔
意

を
表
す
る
た
め
、
国
が
戦
没
者
等

の
ご
遺
族
に
特
別
弔
慰
金（
記
名

国
債
）を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

■
請
求
期
間

　
令
和
２
年（
２
０
２
０
年
）

　
４
月
１
日
か
ら

　
令
和
５
年（
２
０
２
３
年
）

　
３
月
31
日

※
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と「
第
十

一
回
特
別
弔
慰
金
」を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
者

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
令
和
２
年（
２
０
２
０
年
）

４
月
１
日（
基
準
日
）に
お
い
て
、

「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」や

「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
遺
族
年
金
」な
ど
を
受

け
る
人（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母

等
）が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順

番
に
よ
る
優
先
順
位
の
高
い
ご
遺

族
お
ひ
と
り
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

１
．
令
和
２
年（
２
０
２
０
年
）４

月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦

没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し

た
人

２
．
戦
没
者
等
の
子

３
．
戦
没
者
等
の 

①
父
母 

②
孫 

③
祖
父
母 
④
兄
弟
姉
妹

　
※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生

計
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と

な
ど
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番

が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

４
．
上
記
１
か
ら
３
以
外
の
戦
没

者
等
の
三
親
等
内
の
親
族

（
甥
、
姪
な
ど
）

　
※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た（
基
本
的

に
同
一
の
戸
籍
に
入
っ
て
い

た
人
）に
限
り
ま
す
。

　
※
３
、
４
に
つ
い
て
は
、
戦
没

者
等
の
死
亡
時
に
生
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま

す
。

■
支
給
内
容

•
額
面
総
額
25
万
円

　（
5
年
償
還
の
記
名
国
債（
年
額

5
万
円
））

•
第
1
回
目
償
還
日

　
令
和
3
年（
2
0
2
1
年
）

　
４
月
15
日

以
後
、
毎
年
4
月
15
日
以
降
、
償

還
先
郵
便
局
な
ど
に
お
い
て
受
け

取
り
が
で
き
ま
す
。

※
償
還
日
が
過
ぎ
た
も
の
は
、
ま

と
め
て
お
受
け
取
り
で
き
ま
す
。

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
に
つ
い
て

南阿蘇での子育てのいろんなこと、
子育てワンストップセンター

「みなっこ」にご相談ください。

•子育て相談（心理相談）　　•育児相談
•妊婦健診　　　•母子手帳交付
•赤ちゃん訪問　•乳幼児健診　•予防接種
•保育所および広域認定子ども園
•学童保育　　　•児童手当
•すこやか赤ちゃんおよび成長祝い金事業
•乳幼児･子ども医療費助成事業
•BOOKスタート　　•災害共済金給付金
•教育ローン利子補給
•チャイルドシート購入費補助事業

子育てワンストップセンターで行う業務

窓 

口

子育ての悩み、

誰に相談すれば
いい？

南阿蘇村の子育て補助金ってどんなのがあるの？

保育所を利用したいなあ

〈
問
い
合
わ
せ
・
請
求
窓
口
〉　
　

住
民
福
祉
課
　
福
祉
係

℡（
6
7
）2
7
0
2

1階

税務課

産業観光課

環境対策課

会計課

正面玄関

住民福祉課

健康推進課

階 

段
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